
問１

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養
成を実施して

いる

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養
成を実施して

いない

１
養成研修

講座

２
ボランティア体

験

３
情報交換会

４
その他

提供を⾏っ
ている

提供を⾏っ
ていない

斡旋調整を
⾏っている

斡旋調整を
⾏っていない 窓⼝の名称 活動⽀援を

実施している

活動⽀援を
実施してい

ない

１
運営費・活動
費や機材の

助成

団体・
個⼈数

⽀援額（千
円）

２
活動拠点の
整備、提供

団体・
個⼈数 ⽀援額

３
市町実施事
業の委託

団体・
個⼈数 ⽀援額 ４

その他
団体・
個⼈数 具体的内容

1 下⽥市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 下⽥市社会福祉協議会 ○ ○ 7団体 164 ○ 1団体 845

2 東伊⾖町 ○ ○ ○ 東伊⾖町社会福祉協議会（東伊⾖
町ボランティア連絡協議会） ○ ○ 1

社会福祉協議会の補助⾦内に
ボランティア連絡協議会の⾦額を
算⼊している。

3 河津町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 570
4 南伊⾖町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 社会福祉協議会 ○ ○ 2 320,000
5 松崎町 ○ ○ ○ 松崎町社会福祉協議会 ○ ○ 3 164 ○ 3 1,374

6 ⻄伊⾖町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⻄伊⾖町社会福祉協議会・ご近所福
祉ネットワークin中 ○ ○ 1 200 ○ 325⼈ ボランティア活動保険料加⼊助

成
7 熱海市 ○ ○ ○ ○ 熱海市社会福祉協議会 ○ ○ 5 0
8 伊東市 ○ ○ ○ ○ ○ 伊東市社会福祉協議会 ○ ○ 7 638

9 沼津市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 沼津市社会福祉協議会 ○ ○ ○ 1 ○ 1 27,700 ○ 1
市社協が実施する地域福祉推
進事業全般（ボランティア養成
含）に関する補助⾦

10 三島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 社会福祉法⼈三島市社会福祉協議
会 ○ ○ 1 150 ○ 市内ボランティアグループ等が実施

する公益的な事業へ助成

11 御殿場市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ （社福）御殿場市社会福祉協議会・
御殿場市ボランティア連絡協議会 ○ ○ 27団体・

9個⼈ 4,093

12 裾野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 裾野市社会福祉協議会 ○ ○ 5 618

13 伊⾖市 ○ ○ ○ ○ 社会福祉法⼈伊⾖市社会福祉協議
会 ○ ○ 1 1,572

14 伊⾖の国市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市社会福祉協議会 ○ ○ 20団体・
345⼈ 470 ○ 32団体・

488⼈
市ボランティア連絡会の運営補助
（社協）

15 函南町 ○ ○ ○ ○ 函南町社会福祉協議会 ○ ○ 1 9,425

16 清⽔町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 清⽔町社会福祉協議会・ＮＰＯ法⼈
（ウォータービジョン） ○ ○ 15団体・

275⼈

ボランティア連絡会への所属年数
によって以下のとおり補助⾦を⽀
出している。
・10年以上︓2万円
・5年以上10年未満︓1万円
・5年未満︓5千円

17 ⻑泉町

18 ⼩⼭町 ○ ○ ○ ○ ⼩⼭町社会福祉協議会・⼩⼭町介護
⻑寿課・⼩⼭町⽣涯学習課 ○ ○ 22 400 ○ 25 800

19 富⼠宮市 ○ ○ ○ ○ 富⼠宮市社会福祉協議会 ○ ○ 1団体 100

20 富⼠市 ○ シンポジウムの開催 ○ ○
社会福祉法⼈富⼠市社会福祉協議
会ボランティアセンター・⼀般社団法⼈
まちの遊⺠社

○ ○ 2団体 500 ○
ボランティア連絡会の活動⽀援
災害ボランティア連絡会の活動⽀
援

21 静岡市 ○ ○ ○ ○ ○ 静岡市社会福祉協議会 ○ ○ 4 847

22 藤枝市 ○ ○ ○ ○ ○ 藤枝市社会福祉協議会・ふじえだ市⺠
活動⽀援センターぴゅあ ○ ○ 2 600 ○ 5

ボランティア連絡協議会、⾼校⽣
ボランティアサークル、VCF、話し
相⼿ボランティアサークル、託児ボ
ランティアサークルへの⽀援

23 焼津市 ○ ○ ○ ○ 焼津市社会福祉協議会 ○ ○ 居場所3団
体 196

24 島⽥市 ○ ○ ○ ○ 外出⽀援サポーター養成講
座、元気・能⼒アップ塾 ○ ○

島⽥市社会福祉協議会・地区社会福
祉協議会応援隊（道悦島・⾦⾕・岸
町）

○ ○ 11 4,227

25 川根本町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 社会福祉法⼈川根本町社会福祉協
議会 ○ ○ 1 745 ○ 19団体・

757名
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険加⼊助成
（掛⾦補助）

26 御前崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ （福）御前崎市社会福祉協議会 ○ ○ 3 69
27 牧之原市

28 吉⽥町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 社会福祉協議会・福祉課（いきいきボ
ランティア倶楽部） ○ ○ 21団体 4,340

29 磐⽥市 ○ ○ ○ ○ ○ 磐⽥市社会福祉協議会ボランティアセ
ンター・市⺠活動センターのっぽ ○ ○ 1 5,613 2 -

30 掛川市 ○ ○ ○ ○ ○ 掛川市社会福祉協議会 ○ ○ 1 12,224 ○ 70団体 なし

・ボランティア連絡協議会への助
成（30万円）
・社協登録団体（58団体）へ
のボランティア活動保険料⼀部助
成

31 袋井市 ○ ○ ○ ○

ふれあい・いきいきサロンＶ養成
講座、⽣活⽀援Ｖ講座、運転
Ｖ講習会、点訳奉仕員養成
講座、⼿話講習会、災害Ｖ養
成講座、地域福祉Ｖ養成講
座、シニア社会参加⽀援事
業、⼩・中・⾼ふれあい体験事
業、福祉教育サポーターフォロー
アップ研修会）

○ ○
袋井市社会福祉協議会・袋井市地域
包括ケア推進課及び健康づくり課・袋
井市協働まちづくりセンターふらっと

○ ○ 1 ○ 12 ボランティア連絡協議会への助成

32 菊川市 ○ ○ ○ ○ ○ 社会福祉協議会 ○ ○ 36 3,042 ○ 74 0
33 森町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ （福）森町社会福祉協議会 ○ ○ 11 0

34 浜松市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 浜松市ボランティアセンター（（福）浜
松市社会福祉協議会） ○ ○ 44 873 ○ 2 1,160 ○ - 13,471

35 湖⻄市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 湖⻄市社会福祉協議会 ○ ○ 1777
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市町の地域福祉計画に係るアンケート調査（令和３年６⽉実施）

番号 市町名

問１（１） 問１（２） 問１（３） 問１（４）

1 ページ



１
市町地域福祉計画の策定
（改定、評価）

２
⾼齢者、障害者、児童等の福祉に関して共通して取り組むべき事項（複合課題への対
応、居住⽀援、就労⽀援、共⽣サービス等）

３
福祉サービスの適切な利⽤の推進に
関する事項（必要なサービスが受け
られる体制等）

４
社会福祉を⽬的とする事業の健
全な発達に関する事項
（多様なサービスの参⼊促進
等）

５
地域福祉に関する活動への住⺠の
参加の促進
（地域福祉活動の⽀援等）

６
住⺠主体の地域活動環境の整備
（居場所等の拠点整備、⽣活課題把握のた
めの勉強会等）

７
地域の課題を⾝近に受け⽌め
る場や体制の整備（⾝近な
相談窓⼝の設置等）

８
多機関協働による包括的な相談
⽀援体制の構築
（複合課題等の相談受付、調整
会議等）

９
権利擁護に関する事項
（成年後⾒利⽤促進計画、
中核機関の設置等）

10
その他

1

下
⽥
市

住⺠懇談会を複数の会場で開催
したり、ワークショップ形式にして協
議を進めたりするなど、より多くの地
域住⺠が参画できるよう努めてい
るが、参加できる地域住⺠は限定
されており、計画の周知と参画の
⽅法が課題となっている。また、⽣
活課題によっては、（⽣活困窮者
や権利擁護など）ニーズ把握と評
価が難しいものがある。

新型コロナウイルス禍において、観光業（ホテル・旅館、観光施設等）および関連産業は
経営不振に陥っている事業所が多く、求職者と事業所とのマッチングが難しくなっている。居
住⽀援については、賃貸⼈（⼤家）の⾼齢化により賃貸物件数が減少、また物件⾃体
の⽼朽化が進んでいる。⼊居契約にあたっては、連帯保証⼈がいないうえ、保証⾦も⽀払
うことができず、契約が難しくなっている。

サービスが必要な⼈に対して、複合
的なサービス提供が求められることが
あり、相談窓⼝をはじめうまくマッチン
グが進まないことがある。

移動⽀援や買物⽀援など、制度
の狭間にある新たな⽣活課題に
取り組む必要がある。活動に参加
しやすい環境づくりと担い⼿の発
掘・育成が重要であり、社会福祉
協議会をはじめとする社会福祉法
⼈や企業等との連携が課題となっ
ている。

広く地域住⺠が地域福祉に関⼼を
深めることができるよう、情報ツールと
してＳＮＳを活⽤することや地域住
⺠が集う場を設けることにより、地域
の現状や課題について意⾒を交わ
し、情報共有に努めることが課題と
なっている。

⼩学校区単位の居場所（活動拠点）への
移動も難しくなっている地域住⺠も多くなってお
り、歩いて通うことのできる居場所等の拠点整
備が課題となっている。

ひきこもりや孤⽴死など⾝近で
なければ早期発⾒が難しい課
題や刑務所出所者など社会
的排除を受けやすい課題に対
応するため、地域での⾒守り
ネットワークと専⾨職のネット
ワーク構築が課題となってい
る。

世帯が抱える複合的課題を把握
し、調整会議で適切な⽀援のあり
⽅を検討するためにも、関係職員
や⽀援者の共通理解と資質向上
が課題となっている。

市⺠後⾒⼈の養成、地域連携
ネットワークの構築（中核機関の
設置）にむけて、賀茂地区１市
５町の⾏政、専⾨職（弁護⼠・
司法書⼠）、社会福祉協議会が
連携して取り組んでいる。成年後
⾒制度の理解をすすめるため医療
保健福祉関係者や地域住⺠への
広報啓発、適切な後⾒⼈候補者
を選定するための調整機能が課題
となっている。

2

東
伊
⾖
町

多様化する福祉ニーズに対応するた
め、多様な福祉サービスの充実、質
の向上、情報提供に努める。

社会福祉法⼈の地域課題に対
する公益的な取組が進んでいな
い。社会福祉法⼈でもなかなか
⼈⼿が割けない。

地域住⺠の福祉への関⼼を⾼める
こと（ボランティア体験、イベント、福
祉教育、広報の推進）。

住⺠主体の活動は、⼀昨年実施したアンケー
トで60名の⽅から協⼒いただける回答をいただ
いた。しかし、新型コロナの影響から、昨年度は
具体的な動きができなかった。今年度は体系を
整えられるよう努めたい。

ケース会議やくらし会議など複合的
な課題があっても、それぞれの専⾨
性を⽣かし、役割分担しながらしな
がら⽀援できる体制がある。

市⺠後⾒⼈養成講座修了者
に対して、経験を積んでもらう意
味で法⼈後⾒の⽀援員として
活動してもらうことが必要だが、
全員にその役割を与えられてい
ないので、その体制づくりが課
題。

3

河
津
町

・⾼齢者、障害者、児童等の部⾨と共通課題の整理の議論ができていない。
・⽀援が必要な⽅に対して、適切な
福祉サービスが受けられていない場合
がある。

4

南
伊
⾖
町

低家賃の住宅がない。保証⼈等がいないため⺠間賃貸住宅を借りることが困難。
少⼦⾼齢化により、公的なサービスで
は対応できない⽅を⽀援するボラン
ティア等の担い⼿不⾜

企業等と協働で取り組む課題の
把握ができていない

・ボランティア団体の活動内容の周
知や情報提供不⾜
・活動の中⼼となるリーダーの⼈材
育成

適当な場所の確保と継続的な運営（運営⽅
法や経費など）

精神⾯も含めた包括的な相談・助
⾔を⾏う技術が必要
相談員（職員）の相談技術や資
質の向上

5

松
崎
町

平成２３年３⽉以降評価・改
定がされていない。

⾼齢者・障害者・児童に関する相談については町健康福祉課にて対応。また、地区の⺠
⽣委員との情報を密にし、必要に応じて対応を検討。社会福祉協議会においては、空き
家（住宅扶助程度の家賃のアパートなど）等の情報収集を随時⾏い、情報を提供して
いる。

福祉サービス利⽤援助・⾝上監護等
必要と思われる場合、社会福祉協
議会と協⼒して、⽇常⽣活⾃⽴⽀
援事業及び成年後⾒（法⼈後
⾒）事業に限らず、会⻑特別⽀援
事業として利⽤者と契約し、資産管
理及び緊急連絡先の登録など状況
に応じて対応。個別ケア会議等にて
PRを実施している。

個別ケア会議等で社会福祉法⼈
等の抱えている在宅⾼齢者の相
談を対応する機会が増えてきてい
る。福祉施設との連携は今後も
促進していく。

活動はあるが、あまり積極的なもの
ではないので、居場所・集い場づく
り・移動⽀援について参⼊を検討。

居場所・集いの場の進んでいるところとそうでな
いところがある。商店等で独⾃に集いの場を提
供するところもある。
⽣活⽀援の⼀環として買物等⽀援事業（1
乗⾞500円の負担で町内移動可能なタク
シー事業）を実施し、⾼齢者等の地域⽣活
の⽀援を⾏っている。

社会福祉協議会と連携し、福
祉相談に対応している。また、
近隣の専⾨職との協⼒体制も
書⾯にて⾏うことを検討。

福祉関連の全ての相談について、
町健康福祉課が窓⼝として対応し
ている。また、社会福祉協議会にお
いては、法律・⾏政等専⾨職への
相談。対応可能であれば、相談者
に確認し、本⼈、⼜は本⼈と⼀緒
に改めて専⾨職に相談するなど対
応している。

町⾏政にて成年後⾒利⽤促進
計画を策定。中核機関は社協
に設置予定。賀茂地区1市5
町の社協にて連携を検討中。

6

⻄
伊
⾖
町

困窮者の就労⽀援及びJOBコーチの育成。
能⼒に応じた就労⽀援体制整備⾝体障害者福祉会等、当事者組織の衰退

社会福祉法⼈・NPO法⼈の地
域連携のための合同調整会議等
の実施
多様な活動を⾏うNPO法⼈等開
設⽀援。

重層的な相談体制の確⽴（他部
署、担当を含めた情報共有）

市⺠後⾒⼈養成講座を実施し
ても受講⽣が少なく増員が困難

7

熱
海
市

令和2年度（期間R3〜R8）
に、市の地域福祉計画と社協
の活動計画を⼀体化し、「熱海
市地域共⽣プラン」を策定。今
後プランの周知と地域共⽣社
会に向けた意識醸成をどのよう
に⾏っていくかが課題。

地域住⺠の複雑化・複合化した課題に対応するため、相談⽀援、参加⽀援、地域づくり
⽀援を⼀体的に⾏う重層的⽀援体制整備事業について、令和4年度の実施を⽬指し社
協とともに移⾏準備を進めている。庁内の部局横断的な連携体制の整備のほか、社会資
源の活⽤や、地域での居場所づくりなど各事業について検討中。

福祉サービスの⾒える化を⾏い、デジ
タルデバイド解消に向けた多様な情
報発信をどのように進めていくか今後
検討していく。

社会福祉法⼈による「地域におけ
る公益的な取組」について、社会
福祉法⼈の資源を活⽤して、どの
ように地域課題の解決につながる
取組を進めるか、社協を中⼼に検
討していく。

⾼齢化などによる地域の担い⼿不
⾜により、地域で⽀える⼒が低下し
ている。町内会における地域づくり勉
強会の開催や、既存のボランティア
団体、NPOの活動周知、地域福祉
の担い⼿の発掘・育成に取り組んで
いく。

地域サロンなど⾼齢者の居場所づくりは進んで
いるが、今後は多世代交流や活躍の場づくりな
ど、地域の特性に合わせて整備を進めていく。

重層的⽀援体制整備事業の
包括的相談⽀援事業におい
て、既存の相談⽀援機関との
連携により、包括的に相談を
受け⽌める体制を構築してい
く。

市と社会福祉協議会の協働により
重層的⽀援体制整備事業を実施
し、包括的な⽀援体制の構築を⽬
指す。

今回の計画に成年後⾒利⽤促
進基本計画を盛り込み、中核
機関の設置など成年後⾒制度
の利⽤促進を図っていく。成年
後⾒の受任者調整や市⺠後
⾒⼈の育成、活⽤については課
題も多く、今後さらなる取組が
必要。

災害時も想
定した「地域
づくり」と「⼈づ
くり」をどのよう
に進めていくか
が課題。

8
伊
東
市

関係課が複数関わる複合課題
については、横断的に連携を図
る対応も取れてはいるが、現
状、担当者の判断に任せている
状況であり、具体的な取り決め
について関係課で議論が進んで
いないことから、体制の整備が
必要。

障害福祉サービスについて、障害者が増えているが、相談⽀援事業所数は増加していな
い。相談員の育成が求められる。

社会福祉法⼈による⾼齢者、児童
等に対する相談⽀援や居場所づくり
など実施はされているものの、より充
実した事業とするには、法⼈における
⼈員不⾜の解消が求められる。

ボランティア登録者、あっ旋件数は
減少が続いており、市⺠の積極参
加が求められる。

今年度、発達障害児者の親の会に
ピアサポート推進事業を委託した。
引き続き、発達障害障害児（者）
及びその家族に対する⽀援体制の
整備を推進していく。

各種相談窓⼝について整備はされてきている
が、⾼齢者の相談窓⼝である地域包括と⽐べ
ると整備状況に差があるので、引き続き整備推
進が求められる。

施設の構造上、総合相談窓
⼝の設置が困難なため、横断
的な体制を強化していくしかな
く、それに関連し、調整会議の
実施など関係課による意思統
⼀が必要。

中核機関の設置に向けて社会福
祉協議会と協議中。庁内関係課と
も協議を進めていく。成年後⾒利
⽤促進計画については、次期地域
福祉計画に盛り込む予定でいる。

9

沼
津
市

・地域福祉計画は他の福祉計
画の上位に位置づけられるもの
であり、具体的な事業について
は各個別計画にて評価、進捗
管理を⾏っている中、地域福祉
計画としての効果的な進捗管
理のあり⽅について検討をしてい
る。

・社会福祉法⼈の地域課題に対
する公益的な取組が進んでいな
い。社会福祉法⼈でもなかなか
⼈⼿、予算が割けない。

・本市の場合、昔ながらのコミュニティ
により住⺠同⼠のつながりが強い地
区とそうでない地区との格差が⽣じ、
中⼼部ほどコミュニティ活動への参加
意識が低い。

・現在、⺠⽣委員や包括⽀援
センター等が、住⺠の⾝近な
存在として窓⼝的な役割を
担っているが、これらも含めた⼀
つの窓⼝として「ここに相談すれ
ば何でも解決できる、あるいは
適切な機関につなげてくれる」
ような体制の構築が理想と考
える。しかし、その具体的かつ
実現可能な⽅策に苦慮してい
る。

・現在、各機関がそれぞれ相談を
受け付けているが、複合課題への
対応に関し、⼗分な連携体制がと
れているとは⾔い難い状況である。

予算と⼈⼿の確保が難しい。現
に成年後⾒制度を利⽤してい
る⼈数に⽐べ、中核機関設置
のための予算規模が⼤きい。中
核機関委託先として社協を考
えているが、他の福祉課題も増
⼤する中で⼗分な体制を確⽴
できるのか懸念している。

10

三
島
市

指標の設定および評価⽅法。
（市）
新たなテーマへの取り組み⽅
（市）

複合した課題については、各機関と連携が不可⽋。どの機関がどこまで動くのか、調整を図
る組織が必要と思われる。（市）(社協)

必要な福祉サービスを受けられるよう
に広報、ホームページ、窓⼝等で情
報提供しているが、福祉サービスの情
報を⾏き渡らせることは難しい。バス
利⽤助成券を⾼齢者へ郵送している
ので、サービス⼀覧表の同封もしてい
る。（市）

社会福祉法⼈だけでなく、地域
貢献に関⼼のある企業も対象
に、地域課題を把握、共有、解
決に向けた話し合いをしていくプ
ラットフォームづくりが必要。ただし、
社会福祉法⼈については、地域
貢献以前に、⼈材不⾜の課題が
ある。(社協)

活動している年代が⾼齢者に偏って
いる。幅広い世代に参加を促す必
要あり。(社協)

居場所等の拠点は年々増加傾向。(社協)

相談を受け付ける箇所が多数
あるため、連携をとり、ワンストッ
プの窓⼝を⽬指していく必要が
ある。(社協)

多機関協働による包括的な相談
体制構築に向け、現在、組織等を
検討中。（市）

計画通り進⾏中。現状、課題
なし。(社協)

市町の地域福祉計画に係るアンケート調査（令和３年６⽉実施） 問２（１）
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（成年後⾒利⽤促進計画、
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その他
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11

御
殿
場
市

・今年度改定予定だが、地域
福祉計画は福祉分野の上位
計画に位置付けられているが、
関係各課で課題等の共通認
識を持つことを難しく感じている。

・住⺠の活動は活発に⾏われている
が、地域活動のリーダーをはじめ新た
な担い⼿の育成についての検討が
必要と思われる。また、コロナ禍、共
働きの増加等により地域活動も前
例踏襲ではなく、住⺠がより参加し
やすい形への検討が必要と思われ
る。
・ボランティアの⾼齢化問題
・コロナ禍におけるサロンの運営⽅法

・住⺠主体で活動を展開していくにあたり、地
域住⺠への地域共⽣社会の考えの周知に課
題がある。
・居場所、⼦ども⾷堂の拠点整備
・コロナ禍における居場所の運営⽅法

・地域福祉計画策定のためにアン
ケート調査をしたが公的な相談窓
⼝の認知度が低く、相談窓⼝の周
知が課題になると思われる。

・成年後⾒利⽤促進計画は、
⾼齢者福祉計画に盛り込んで
いる。

12
裾
野
市

数値による評価が困難であり、
分野別計画における評価を使
⽤することにしたが、計画策定
年度が異なるため、評価が困
難。

重層的な⽀援体制の整備にあたり、横断的な体制の構築⽅法について検討が必要であ
る

重層的な⽀援体制の整備にあたり、
横断的な体制の構築⽅法について
検討が必要である

地域活動の担い⼿の⾼齢化に伴
い、次世代のリーダーの育成が必
要。また、活動参加者⾃体が減少
傾向にある。

⾼齢者向けのサロンは、各地区で⽴ち上がって
いるが、それ以外の者の居場所づくりについて
は、検討を要する。

⺠⽣委員の識⾒の向上などに
より、相談を受け⽌めている。

重層的な⽀援体制の整備にあた
り、横断的な体制の構築⽅法につ
いて検討が必要である

予算と⼈⼿の問題で、中核機
関を設置することが難しい。

13

伊
⾖
市

　⽣活に困窮している⾼齢者や障害者の住宅の確保に保証⼈が必要なケースが多く、⼊
居できない⼈がいる。
　社会資源が充分でなく、⽬的地へのアクセスが不便でその⼈にあった就労に繋がりにくい。

　各分野によって拠点整備に差があり、各地域
のニーズの把握や⾒直しを検討中。

　周知が不⼗分なせいか、多機関
協働事業への理解が得られにくい。
特に福祉部⾨以外の庁内機関
は、意識の改善を図るため、勉強
会や意⾒交換会を実施する。

14

伊
⾖
の
国
市

・制度⾃体が複雑化・多様化しているため、取捨選択が難しい。
・包括的な相談に対応できる⼈材の確保及び育成。

・地域から孤⽴しやすい⼀⼈暮らしの
⾼齢者や⺟⼦・⽗⼦世帯、在留外
国⼈への情報提供及び現況や必要
な⽀援の把握。

・社会福祉法⼈やNPO法⼈の公
益的な取組への⽀援について。
・専⾨職などの有資格者の確保
が困難。

・働いている世代は、仕事が優先に
なるので、地域福祉活動への参加
が難しい。
・コロナと相まって、地域⾏事の中⽌
によるコミュニティ組織の弱体化。

・市内全域に徐々に広まりつつある。

・定年退職の延⻑等に伴う⺠
⽣委員等の担い⼿の不⾜。
・市内に『社会福祉法⼈連絡
会』という、市内の社会福祉法
⼈が集う団体があるが、その団
体の特徴を⽣かした、具体的
な相談体制や連携が図れてい
ない。

・⾏政と社協で４⽉から中核機
関設置、成年後⾒制度の啓
発・業務のノウハウ蓄積などを今
後進めていく。

15
函
南
町

包括的相談⽀援体制事業(多機関協働事業)の周知や説明。

居場所のリーダーの負担が⼤きくなっている。
地域⽀えあい勉強会について、R2年度はコロ
ナの影響により開催できなかった。R3年度は開
催し、情報収集に努めたい。

今年度は、R４年度の実施に向け
た移⾏準備期間としている。

地域福祉計画の中に成年後⾒
利⽤促進についての内容を⼊
れ、R3年度から中核機関を社
会福祉協議会へ委託している。
課題の抽出が今後の課題となっ
ている。

16
清
⽔
町

毎年、各関係機関に評価をし
てもらい、進捗状況を把握す
る。

清⽔町役場の機構が地域福祉、⾼齢者、障害と⼀緒になったため、担当者レベルで情報
共有しやすくなった。

フォーマルなサービス、インフォーマルな
サービスの情報共有、課題について
主に社会福祉協議会と打ち合わせて
いる。

⽣活⽀援体制整備事業の協議
体で⺠間事業所を含め、⽣活⽀
援サービスについて協議・模索して
いる。

ボランティア⼈⼝の増強と活動を促
進するために、ボランティアグループの
活動紹介ＰＲパンフレットの更新を
⾏い活⽤している。

社会福祉協議会で住⺠主体の地域⽀えあい
勉強会を開催し、居場所づくり、⾒守り活動な
ど住⺠同⼠のワークショップを実施している。

⽉に１回、町内のウエルシア
で、地域包括⽀援センターの
相談窓⼝を開設する。

⽣活困窮世帯等については、毎
⽉、関係機関が集まり調整会議を
開催している。

２市２町成年後⾒推進委員
会への参画

17

⻑
泉
町

18

⼩
⼭
町

令和２年度に現計画を策定
（令和２年から令和６年）

８０５０問題やひきこもり問題等に対応する⼀時⽣活⽀援や中間的就労に係る町内の
の受⼊先が不⾜している

福祉サービスを利⽤していない⼈を何
らかの福祉サービスに繋げる体制が不
⼗分である

担い⼿の育成や⼈材の発掘が不⾜
している

居場所の運営補助⾦は整備済みであるが、
１回あたりの補助額が少額かつ⼿続きが煩雑
な為利⽤が少ない
拠点整備に係るボランティア等の⼈材が不⾜し
ている

包括的な相談体制を進めてい
るが、相談窓⼝が住⺠に周知
されていない

調整会議が対象世帯の情報共有
の場となってしまい、課題整理や⽀
援⽅向性を協議、役割分担までに
⾄っていない

成年後⾒⼈等報酬助成が町
⻑申し⽴てに限定されていること
から、広く制度の利⽤に繋がって
いない

19

富
⼠
宮
市

ひきこもり、⽣活困窮者、ヤングケアラー等の制度の狭間にある⼈の実態を把握できていな
い。

⼦どもの療育⽀援において、出⽣から
成⼈（後）まで⼀貫してサービスを
受ける体制がない。

精神障害、発達障害等に対する地
域の理解促進に関する取り組みが
進んでいない。

⼩中学校、⾃治会、地区社協、⺠⽣委員等
の区域が⼀部⼀致していない。

複合化・複雑化する課題に対し
て、多機関が協働して対応する仕
組みを構築できていない。

市⺠後⾒⼈制度の認知度が
低い。

20

富
⼠
市

今年度、次期計画を策定する
予定。現在、世論調査にて新
型コロナウイルス感染症による地
域⽣活への影響を実施中であ
り、その結果も反映予定。

・児童本⼈と家族を包含した家庭環境、地域社会の中での⽣活環境を含めた課題の把
握や解消。
・障害者にとって暮らしやすいまちづくりに向けた施策の検討や取り組み。
・地域の特性に応じた⾼齢者の⽀援体制・仕組みづくり。

・現在不⾜している⽀援体制・福祉
サービスの整備・充実や、福祉サービ
スを必要とする⼈の把握。
・福祉サービスの利⽤に抵抗を感じる
⼈の解消を図るための福祉サービスの
内容や利⽤条件等の正しい情報の
発信。

・社会福祉協議会の活動につい
て、特定の事業以外はあまり知ら
れていないが、今後も地域の中で
住⺠を⽀援していくへの期待があ
ること。

・近所づきあいの重要性、効果を認
識し、互いに助け合う意識の向上に
向けた情報発信・意識啓発。
・避難⾏動要⽀援者の隣近所での
情報共有や、市で進める災害緊急
⽀援情報キットの普及による地域の
体制づくり。など

・多様化する地域⽣活課題へ
の対応のため、市⺠・利⽤者
にとって、わかりやすい窓⼝のあ
り⽅。

・福祉の対象が広がり、課題も多
様化・複雑化している中、特定の
分野に限らない、柔軟で多様な⽀
援の実施に向けた体制の構築、関
係機関の連携。

21

静
岡
市

令和５年度以降の次期計画
について、現在策定準備中。計
画の施策体系や事業実績の評
価（活動指標等の設定⽅
法）などについて検討が必要。
また、計画策定に向けて市⺠ア
ンケート調査も実施予定であ
り、内容について検討中。市社
協の地域福祉活動計画との連
携・調整をどのように⾏っていくか
も課題。

・これまでも各根拠法令の下、各分野で複合課題への対応について体制整備が進めれら
て来たが、分野間の進捗状況の整理がされていない。
・そのため、本市としての課題について、明確な整理が完了していない。（現在、重層的⽀
援体制整備事業への移⾏準備事業として実施している）

・相談⽀援機関として包括⽀援セン
ター29か所、障がい者のための相談⽀
援事業所10か所など、多くの受付窓
⼝があり、それぞれ実施主体も異なる
⺠間事業者である。どの窓⼝でも断ら
ない相談窓⼝として変わらない対応が
できるように調整、整備する必要があ
る。
・関係団体が多いことから、調整会議
に参加する団体の選定はどのようにす
るべきか、決定できていない。

制度利⽤が必要な⽅の利⽤開
始から継続までを⽀えるため、
被後⾒⼈等と後⾒⼈等のマッチ
ングを図る受任者調整会議の
開催、後⾒⼈等を含め⽀援者
がチームとなって被後⾒⼈等を
⽀えていく体制作り等の整備を
進める。

3 ページ



１
市町地域福祉計画の策定
（改定、評価）

２
⾼齢者、障害者、児童等の福祉に関して共通して取り組むべき事項（複合課題への対
応、居住⽀援、就労⽀援、共⽣サービス等）

３
福祉サービスの適切な利⽤の推進に
関する事項（必要なサービスが受け
られる体制等）

４
社会福祉を⽬的とする事業の健
全な発達に関する事項
（多様なサービスの参⼊促進
等）

５
地域福祉に関する活動への住⺠の
参加の促進
（地域福祉活動の⽀援等）

６
住⺠主体の地域活動環境の整備
（居場所等の拠点整備、⽣活課題把握のた
めの勉強会等）

７
地域の課題を⾝近に受け⽌め
る場や体制の整備（⾝近な
相談窓⼝の設置等）

８
多機関協働による包括的な相談
⽀援体制の構築
（複合課題等の相談受付、調整
会議等）

９
権利擁護に関する事項
（成年後⾒利⽤促進計画、
中核機関の設置等）

10
その他

市町の地域福祉計画に係るアンケート調査（令和３年６⽉実施） 問２（１）

番号

市
町
名

問２（１）

22

藤
枝
市

・前地域福祉計画の評価と、そ
れをどのように次の計画に繋げる
か。また、社会福祉法の改正に
伴う重層的な⽀援体制の整備
を始め、新たな課題をどのように
計画に組み込んでいくかが課
題。（福政）

・平成30年3⽉、国より“トライアングルプロジェクト“の報告が出され、家庭・教育・福祉の連携について、今後取り
組むべき⽅向性が⽰された。県は、令和２年10⽉「切れ⽬のない⽀援を⾏うための引継ぎガイドライン」を作成し、
「中⾼連携シート」の活⽤について通知しているが、保護者同意等の課題が残されたままである。（⼦発）
・令和2年度に、静岡県中⻄部発達障害者⽀援センターが圏域課題として「⾼校・⼤学等の教育機関における発
達に課題がある⽣徒・学⽣へのキャリア⽀援を考える」研修会を開催したが、未だ、課題の共通認識や共有に留
まっている。義務教育終了後の児童に関しては所属機関が広域になるため、市単独での課題解決は難しいが、早
急に取り組むべき課題としては優先順位が⾼い。（⼦発）
・放課後児童クラブの待機児童解消に向けた場の確保と指導員の確保が課題。場の確保は、新たな専⽤施設の
建設が困難であるため、教育委員会との協⼒が必要不可⽋となっている。また、指導員の確保については、対応の
⼀つとして、賃⾦ベースアップに向けた交付⾦の基準額の増額を検討していただきたい。（児童）
・複合課題に対して、分野を超えた横断的な連携体制（情報共有や議論）を整えていく必要がある。（社協）

・制度ごとの隙間を⽀える⽀援が必
要（社協）

・住⺠主体の活動は活発に⾏われ
ているが、活動者の⾼齢化などの課
題もでてきている。福祉教育を主軸
とした⽀援を継続し、新たな⼈材の
発掘・育成に努めるとともに、若い世
代へのアプローチも必要（社協）

・包括⽀援センター主体の地域ケア会議や⽣活⽀援
体制整備事業による協議体の開催等により地域課題
の検討は進みつつあり、新たな社会資源の開発にもつ
ながりつつあるが、⾼齢者以外の課題に対して⽬が向
きにくいため、働きかけが必要。（社協）
・住⺠主体の地域活動を進めているが、全てを地域だ
けで担うには負担が⼤きくなっている。（社協）
（⼦どもの居場所づくり︓こども⾷堂について）活動

団体を増やすために、実施団体を地域全体で⽀える
仕組みづくりが必要である。（⼦家庭）

・複合的な課題に対して、包括的
⽀援に携わる者の⽀援の質を担保
するための⼈材の確保・育成が課
題。（福政）

・中核機関の設置に向けて協
議を進めているが、関係各所が
備えるべき機能を整理し、連携
体制を整える必要がある。成年
後⾒利⽤促進計画は地域福
祉計画に盛り込む予定である。
（福政）

23

焼
津
市

社協が策定する地域福祉活動
計画と⼀体的に作成すること
で、市の理念⽅針的な部分と
具体的な内容の活動計画が混
在し、計画が分かりにくくなってし
まっている。

・相談体制については、8050世帯等の問題は、個々のケースでは担当者同⼠で連携を
とって進めているが、⽬の前にある問題や課題の対応に追われてしまいがちである。包括的
な⽀援体制の整備まで議論が進んでいない。
・⾼齢者のひとり暮らしの⼊居を断られることのない居住⽀援が必要。　　　・⾼齢者、障害
者、児童等の部⾨と共通課題の整理の議論ができていない。

・障害者福祉サービスについては、特
定相談⽀援事業所・障害児相談⽀
援事業所の不⾜、医療的ケアが必
要な⽅へのサービス、強度⾏動障害
の⽅へのサービスが不⾜している。慢
性的に障害福祉に携わる⼈材が不
⾜している。

「⼈材不⾜」「新しいスタッフが⼊っ
てこない」といった事業者の声があ
り、福祉⼈材が不⾜している。

地域ふれあいサロンへの参加経験の
ない市⺠の参加や活動場所の拡充
など、活動の充実

地域により温度差があり、居場所の数にそれが
反映している。居場所を始めるにも地縁者の
理解が必要で、会場の貸し出し等受け⼊れ体
制が整っていないと進まない。地区社協を中⼼
に地域課題を考える勉強会が必要。

対象別となっている相談窓⼝
の連携体制の充実

体制の構築と組織の連携が課題で
あり、形のイメージを共有するための
検討が必要。

中核機関の設置に向けて検討を
進めている。焼津市は⾏政と社協
と共同での中核機関の設置を⽬
指しているが、⾏政に関しては令
和2年度に政策⾯の推進を担当
していた係が、令和3年度に無く
なってしまい、現状の体制では思う
ように事業が進められていない。成
年後⾒利⽤促進計画は地域福
祉計画に盛り込んでいる。

24

島
⽥
市

福祉に関する制度改正に伴
い、包括的な⽀援体制の整備
（重層的⽀援体制整備事
業）について⽅向性の検討を
⾏っているが、具体化に向けて
は課題が多く、どのように計画を
策定していくのか苦慮している。
また、評価基準について数値指
標の設定を予定しているが、どこ
まで明確に設定していくのか判
断が難しい。

介護や⼦育てに加え、ひきこもり、権利擁護、⽣活困窮など複合的な課題を抱える家庭
へ総合的な⽀援をする担当課や窓⼝の設置。また⾼齢者や障害者など各取り組みが縦
割りのため、相互の連携が薄い。令和２年度に福祉分野の相談担当職員による検討を
⾏ったが、体制整備に向けては課題が多い。

市の広報紙やホームページ、チラシや
ＬＩＮＥが主な情報発信⽅法であ
るが、必要としている⼈（時）に届き
にくい（わかりにくい）。上記と同様
に、福祉に関する総合相談窓⼝や⾝
近なところでの相談窓⼝の設置が理
想だが、課題が多い。

社会福祉法⼈や⺠間事業者と
地域福祉に関する協議の場を作
れていない。明確な協議事項を
設定することや、社会福祉法⼈や
⺠間事業者の社会貢献意欲を
⾼める内容を検討することからかと
考える。なお、社会福祉協議会で
は、社会福祉法⼈と連携を図る
ための検討をはじめる。

地区社協活動の⽀援や第⼆層協
議体を通じて、地域福祉の必要性
を住⺠に伝え、活動への参加に理
解を求めているが、定年退職後も就
労する⼈も多く、担い⼿の確保が難
しい。

地区の公⺠館や集会場が主な活動拠点。環
境が整備されている地域がある⼀⽅で、担い
⼿が不⾜しているために活動の継続に問題を
抱えている。

「６」のとおり地域の活動拠点
には、地域や個別の課題を把
握する機能を含めたいと考えて
いる。

現在は「市」「包括」「⽣活困窮者
⾃⽴⽀援相談」「特定相談⽀援
事業所（障害）」など、主に家族
と関わる機関が中⼼となって相談や
会議を開催しているが、市として体
系づけられた相談⽀援体制までは
⾄っていない。令和２年度に福祉
分野の相談担当職員による検討を
⾏ったが、体制整備に向けては課
題が多く、引き続き、検討をしてい
く。

次期の地域福祉計画の中で成
年後⾒利⽤促進計画を含め
る。中核機関の設置に向けて
検討を進めている。

25

川
根
本
町

⼈⼝減少に伴う少⼦⾼齢化が進むにつれ、それぞれの地域⽣活を⽀える社会資源や地
域⼒の衰退が著しく感じられる。町において、⾼齢者世帯、ひとり暮らし世帯（⾼齢者・障
がい者）、8050世帯などの増加、点在化への対応策の検討が必要となる。

⾼齢者世帯、ひとり暮らし世帯（⾼
齢者・障がい者）など福祉サービスを
必要とする世帯へのタイムリーかつ有
効的な情報提供が困難となってい
る。⺠⽣委員等の情報提供に関する
協⼒体制の強化が必要となる。

地域での福祉活動は、継続的に実
施されているが、スタッフ等の⾼齢化
により、後継者の⼈材確保が難しい
状況である。

中核機関の設置について、専
⾨職、経費、案件数等により町
単独での設置が困難な状況で
ある。

26

御
前
崎
市

令和３年度から計画期間と
なった御前崎市第４次地域福
祉計画の進捗評価⽅法。

情報共有体制や相談受付体制など、当市の実情に合わせたプラットフォームのあり⽅の検
討。

市⺠への情報提供や各種申請⼿続
のデジタル化への対応。

社会福祉法⼈が実施する地域に
おける公益的な取組に対する⽀
援。

地域の結びつきの希薄化、無関
⼼。

第⼆層協議体の設置状況など、地区間で地
域福祉の取組に差があること。

⺠⽣委員児童委員が、⼦育
て世代の⾝近な相談窓⼝と
なっていない実情があり、実際
に相談を受けている学校、幼
保こども園との緊密な連携が
必要であること。

情報共有体制や相談受付体制な
ど、当市の実情に合わせたプラット
フォームのあり⽅の検討。

令和２年度に策定した成年後
⾒制度利⽤促進基本計画にあ
る中核機関について、広域（掛
川市、菊川市、御前崎市の３
市）と市のそれぞれに設置する
が、役割分担を明確にしていく
必要があること。

27

牧
之
原
市

28
吉
⽥
町

年に⼀度計画の評価を⾏ってい
るが、数値⽬標等を設定してい
ないため、評価が難しい。令和4
年度に計画を改定するため、数
値⽬標等を設定したほうがよい
か検討。

重層的⽀援体制整備事業を実施し、⾼齢者、障害者、児童等への⼀体的な⽀援を執
⾏できる仕組みづくりをしていく。

本当に⽀援を必要とする⼈が、適切
に福祉サービスを受けられるよう、普
及啓発を⾏っていく必要がある。

⾏政と社協が連携し、住⺠の福
祉向上のために必要とされる施策
の展開に協⼒し、地域住⺠にとっ
て必要とされる公益的な取組を展
開していく必要がある。

多世代交流や障害のある⼈との交
流できる機会をより⼀層充実していく
必要がある.

地域づくりを活性化していくために、住⺠が気軽
に参加しやすい拠点をつくるなど、環境の整備
が必要。

誰⼀⼈孤⽴せず、たらいまわし
のない相談体制の整備・強化
をしていく。

複合課題に対応できるように、
H29年度からワンストップ相談窓⼝
を設置しているが、専属の相談員
ではなく兼務で職員(保健師）が
対応しているため負担増。福祉分
野に限らず、庁内での横断的な連
携体制を整備する必要がある。

町の需要や規模的に、毎年の
市⺠後⾒⼈養成講座の実施
は不要だと感じているが、継続し
ていったほうがよいか、また、講座
終了後の⽀援についても課題が
多い。成年後⾒利⽤促進計画
はＲ４年改定の地域福祉計
画に盛り込む予定。

29

磐
⽥
市

・複合的な課題を抱えた家族が増加傾向にある中、分野を越えた相談⽀援体制の構築
が進んでいない。

・住⺠主体の活動などの周知が⾏き
届いていない。
・⾃ら相談等に赴けない⼈へ⽀援を
届けるのは難しいことから、アウトリーチ
型の相談⽀援体制の構築が必要で
ある。

・住⺠主体の活動は活発に⾏われ
ているが、今後更に⾼齢化、⼈⼝減
少が進んでも継続的に活動を⾏って
いけるような、地域組織をつくることが
必要である。

・地域づくり協議会による⽣活課題把握のため
の取組みが始まりつつある。それらの活動を広
げていくことで地域課題の把握、解決に向けた
取り組みを進める必要がある。

磐⽥市社会福祉法⼈連絡会
により、実施している「福祉なん
でも相談窓⼝設置事業」があ
るが、住⺠への周知が⾏き届
いていない。

・複合課題に関する分野を越えた
相談⽀援体制の構築が進んでい
ない。（検討が始まったばかりであ
る。）

中核機関の設定に向けて検討
を進めているが、その機能や市と
の役割分担等について整理・調
整ができていない。

30

掛
川
市

・アンケート調査を実施したが、
回答率が下がっている。
・数字上で評価できる指標が少
ない。
・地域福祉の範囲が広く、実態
把握が難しい。

・多職種、多機関の連携による⽀援を⾏っている。それぞれの⽀援従事者の資質向上と
⽀援機関の情報共有や連携体制の強化が求められている。

・総合相談窓⼝の周知を⾏ってはい
るものの、令和元年度に⾏った住⺠
意識調査では、65％の⽅は、よく知
らないと回答している。周知⽅法等の
検討が必要である。また、⽀援が必
要な状況であっても、迷惑をかけたく
ないなどの理由により、⽀援を拒否す
るケースもあり、⽀援のつなげ⽅に課
題を有する。

・これまでの公益法⼈以外に、営
利法⼈の事業所が増え、事業主
体の多様化が進んでいる。

・地域における様々な活動を⾏う、
キーパーソン、インストラクターやリー
ダーとなる⼈材把握が難しい。また、
国籍、障がい、年齢などの制限を⾏
わすに、すべての⽅が参加できる場
の確保やノウハウのある⽅の不⾜が
ある。

・市内５ヵ所のふくしあに配属されている、「コ
ミュニティーソーシャルワーカー」が中⼼になり、地
域まちづくり協議会や地域福祉協議会に働き
かけ、地域福祉活動の推進をしている。地区
によって取り組みに差かある。地域性に沿った
活動を提案し、地域のなかの中⼼となってくれ
る⼈材の掘り起こしや育成が課題となる。

・新型コロナウイルス感染症予
防のため、現在、居場所や⾒
守り活動は、電話対応など⾮
接触で⾏うように制限がされて
いる。感染症予防対策を実施
しての活動⽅法について検討
や⽅針を⽰す必要がある。

・多職種、多機関の連携による⽀
援を⾏っている。それぞれの⽀援従
事者の資質向上と⽀援機関の情
報共有や連携体制の強化が求め
られている。

・法⼈後⾒の受任体制は整え
た。掛川市社会福祉協議会と
しても、限られた⼈材の配置の
ため、職員の専⾨的知識向上
に努める研修等の機会の確保
が課題である。

31
袋
井
市

・社会教育と福祉分野との連携（地域での学習活動・学びを地域へ還元することを⽬指
す中、福祉関連の各種地域課題の解決につながる学習活動の推進・啓発、学習を通じ
て⼈づくり・地域づくりにつなげることなど）　・福祉の総合相談窓⼝の設置やひとり暮らし⾼
齢者の⽀援事業整備などにより相談体制は整ってきているが、近年はプライバシー重視や
新型コロナ感染症の影響により、⺠⽣委員児童委員の訪問回数などが減少している。

・これまでの情報発信に加え、ＳＮＳ
を活⽤した情報発信など新たなメディ
ア等を活⽤し、これまで情報が⾏き届
いていなかった⼈たちに向けた情報発
信の検討を⾏っていく必要がある。

・あらゆる世代、対象への⼈権
教育の推進　・地域で⽣活する
障がい者や⾼齢者の増加が予
想される中で、権利擁護制度
についての⼀般的な理解を深め
る⽅策と、制度の担い⼿でもあ
る後⾒⼈等の育成の働きかけと
の両⾯の事業が引き続き必要と
される。

・外国⼈との
意思疎通

・社会教育と福祉分野との連携(地域での学習活動・学びを地域へ還元することを
⽬指す中、福祉関連の各種地域課題の解決につながる学習活動の推進・啓発、
学習を通じて⼈づくり・地域づくりにつなげるなど）　・市内のＮＰＯ法⼈や市⺠活動
団体数はほぼ同数で推移しているが、活動の中⼼となるリーダーの⾼齢化や後継者
不⾜により、活動の縮⼩や解散をせざるを得ない団体もある。様々な分野において
主体的な活動が⾏われるよう、新たな⼈づくりや組織づくりに取り組んでいく必要があ
る。　・新型コロナ感染症の流⾏により、地域住⺠の活動を制限せざるを得ない状況
にある。安全な地域の⽀え合いの仕組みづくりが必要である。

・福祉の総合相談窓⼝の設置や育ちの森整備推進による相談事
業などを⾏ったり、⺠⽣委員等の地域で活動している福祉関係者と
の連携を深めたりすることで、乳幼児から⾼齢者まで幅広い世代へ
の総合的な相談体制の強化を⾏うことができている。しかしながら、
近年は相談内容が多岐にわたるため、相談に対応する職員の知識
や技術の向上が求められている。

4 ページ



１
市町地域福祉計画の策定
（改定、評価）

２
⾼齢者、障害者、児童等の福祉に関して共通して取り組むべき事項（複合課題への対
応、居住⽀援、就労⽀援、共⽣サービス等）

３
福祉サービスの適切な利⽤の推進に
関する事項（必要なサービスが受け
られる体制等）

４
社会福祉を⽬的とする事業の健
全な発達に関する事項
（多様なサービスの参⼊促進
等）

５
地域福祉に関する活動への住⺠の
参加の促進
（地域福祉活動の⽀援等）

６
住⺠主体の地域活動環境の整備
（居場所等の拠点整備、⽣活課題把握のた
めの勉強会等）

７
地域の課題を⾝近に受け⽌め
る場や体制の整備（⾝近な
相談窓⼝の設置等）

８
多機関協働による包括的な相談
⽀援体制の構築
（複合課題等の相談受付、調整
会議等）

９
権利擁護に関する事項
（成年後⾒利⽤促進計画、
中核機関の設置等）

10
その他

市町の地域福祉計画に係るアンケート調査（令和３年６⽉実施） 問２（１）

番号

市
町
名

問２（１）

32

菊
川
市

・令和３年度において第４次
計画を計画策定中であるが、
事業の評価や進捗管理をどう
⾏っていくかが課題である。

それぞれの相談窓⼝の連携、情報共有の体制整備

・必要な⼈に情報が届くように様々な
媒体を通しての広報周知
・福祉サービス等の提供主体としての
充実と相談窓⼝やコーデイネート機
能の強化が必要である。

社会福祉法⼈との連携強化

・地域福祉活動団体の後継者不
⾜に加え、若い世代の参加率が低
下している。活動の周知及び参加し
やすい環境づくりが必要である。多
様な年齢層への呼びかけ、関⼼を
持ちやすい分野から参加してもらい、
裾野を広げる必要がある。

地区コミュニテイにおける福祉活動の活発化 それぞれの相談窓⼝の連携、
情報共有の体制整備

それぞれの相談窓⼝の連携、情報
共有の体制整備

広域（掛川市・御前崎市・菊
川市）で中核機関の設置に向
けて検討を進めている。役割分
担について各市町で対応するも
の、広域で対応するものの調整
が必要である。成年後⾒利⽤
促進計画は地域福祉計画に
盛り込む予定である。

33
森
町

住⺠が地域福祉に関わるための体
制づくり

34

浜
松
市

令和元年度〜令和5年度の計
画を策定し、各事業を実施して
いる。

複合課題に関する分野を越えた相談⽀援体制の構築がうまく進んでいない。
（多機関協働による包括的な相談⽀援体制の構築とリンクしている内容）

社会福祉法⼈やNPO、企業など
地域の関係団体と連携した地域
福祉活動の展開とその調整。

住⺠主体の活動である地区社会福
祉協議会の認知度が低い状況にあ
る。地区社協を中⼼とした地域福祉
活動の推進団体の底上げや啓発。
住⺠全体への地域福祉に関する意
識の向上が課題となる。

サロンや家事⽀援サービスの実施箇所、実施
団体は増えているが、今後は、居場所づくりを
いかにして広めていくか、⽅針（⽀援体制）が
定まっていない。
地域住⺠に対する地域福祉活動の必要性に
関する啓発や、⽀援者のスキルアップが必要

市の事業で、地域ボランティア
コーナーと呼ばれる住⺠主体の
ボランティアの活動拠点を設置
しているが、設置後に活⽤に地
域差がみられる。

複合課題に関する分野を越えた相
談⽀援体制の構築がうまく進んで
いない。また、市職員に対する横に
つながる意識の向上に関する取り
組みに難しさを感じる。

中核機関として、後⾒⼈に対す
る⽀援体制の確⽴や、担い⼿
（市⺠後⾒⼈・法⼈後⾒）に
関して、⽀援体制が不⼗分な
点がある。

35
湖
⻄
市

8050問題における⽣活困窮において、世帯の⽣活については⽀援できているが、中⻑期
的な視点で⾒ると、⼦等の就労についてまでは⽀援ができておらず、根本的な解決に向
かっていない。⽣活課題を⼀元的に⽀援していく部署（委託も含む。）が必要。

⽣活課題について部署で連携し相談
に応じているが、それぞれの制度で適
⽤できるか否かを判断するため、制度
の適⽤から外れた者については、サー
ビスを受けられていないことがあり得
る。

社会福祉法⼈の公益事業への
参⼊が進んでおらず、社協に担っ
てもらうような状況になっているが、
社協も現体制では拡充し難い状
況。

包括的相談⽀援体制におい
て、相談である⼊⼝が特に重
要であると考えている。⼊⼝と
なる職員については、専⾨性の
⾼い職員が望ましく、適任者が
不⾜している。また、⼈事異動
により、知識・技能の継承及び
窓⼝の質の維持が困難であ
る。

課題解決に着眼しがちで、必要な
⽀援につなげば、役割を果たした
（⽀援が終了した）という認識に
なりがち。

5 ページ



問２（２）〜問３
問２（２）

内容 団体名
住所 内容 団体名

住所 内容 団体名
住所 内容 団体名

住所 内容 団体名
住所

1 下⽥市

ユニバーサルデザインマップづくりに
取り組んでいる。学校や福祉以
外の関係機関（商業・観光業
等）と連携することで、地域にお
ける福祉教育につなげている。

住⺠が主体的に活動できるよう、
地区懇談会やセミナーなどを開
催し、意識の改⾰や活動の⽴ち
上げ⽀援等を⾏うことにより、新
たな活動を⽣み出している。

⽴ち上げや運営のための助成⾦
事業を⽤意し、円滑に活動が展
開できるよう団体の講座開設や
プログラムづくりの⽀援などを⾏っ
ている。

⼦育て⽀援を共通の⽬的とし
て、⼦育てサークルやボランティ
ア、社協、⾏政（教育委員会、
市⺠保健課、福祉事務所、統
合政策課）が連携し、“下⽥⼦
育て⽀援ネットワーク”として活動
している。

2 東伊⾖町

3 河津町

4 南伊⾖町

5 松崎町

⽀援の⽅法としてどうしても予算が必要となる事業が増
えて、その業務が増えるだけでも職員の負担が増加して
います。臨時職の対応も検討したいと考えますが、臨時
職だけでなくの職員採⽤は困難なのが現状です。このま
までは、福祉職離れだけでなく、事業の縮⼩を検討せざ
るを得ないのも事実です。良い対策をご検討いただきた
い。

6 ⻄伊⾖町

7 熱海市

・コーディネイターなど⼈材養成に係る研修等の⽀援
・包括的⽀援体制づくりや重層的⽀援体制整備事業
の体制構築へ向けたアドバイザー派遣⽀援
・包括的な相談体制や地域づくりなど、先駆的に⾏って
いる他の⾃治体事例などの紹介

⾼齢者と⼦どもが集まって⼀緒に
⾷事をするサロンが、活動を継続
しながら農園事業を展開すること
で、男性の参加と⾷材の確保に
つながった。

「ファミリーサロン熱海・伊⾖⼭
⼦供とカメさん⾷堂」及び「ファミ
リーサロン熱海・伊⾖⼭農園」

8 伊東市

・災害時におけるボランティアへの資機材提供について、
県社協で災害ボランティア活動⽤資機材整備事業とし
て県内４か所に整備されているが、災害VC機能の役
割を持つ市社協にも⼀定数の資機材を準備させておき
たい。市では市社協に適⽤できる補助・助成が無いた
め、県社協含め資機材購⼊のための補助・助成を検
討してほしい。

住⺠主体で組織している地域福
祉を推進する団体で、シルバー
層をターゲットにした福祉教育を
おこなっている。（百歳志塾）

　対島地域ふるさと協議会

9 沼津市

地区社協を中⼼とした地域住⺠
を対象に、地域福祉について考
えるワークショップや座談会を実
施。

市・市社協
発達につまづきのある⼦どもの相
談記録を共有し、発達段階に応
じた切れ⽬のない⽀援を⾏う。

庁内関係各課

サッカーJ3リーグアスルクラロ沼津
との連携事業（ひとり親家庭へ
の⽀援、社会を明るくする運動へ
の協⼒等）

庁内関係各課・アスルクラロ沼津

10 三島市 ・複合課題へ対応していくため、⼈材養成に係る研修
等の⽀援をお願いしたい。

地域で⽣活している当事者等を
講師に迎え、福祉教育講師連
絡会を設置し、会議を開催する
中、講師からの意⾒取り⼊れた
効果的なプログラムを実施してい
る。

三島市社会福祉協議会

地域の困りごとや課題を共有し、
解決に向けた取り組みを考えて
いく「地域⽀え合い会議」の開
催。※地域包括⽀援センターの
圏域ごとで開催。

三島市社会福祉協議会
居場所・サロン等活動者の情報
交換・連携の場として、居場所・
サロン連絡会の開催。

三島市社会福祉協議会

11 御殿場市

12 裾野市

13 伊⾖市

14 伊⾖の国市

15 函南町 特になし。

運転ボランティアや⽣活ボランティ
アを養成し、活動先として、「かん
なみおでかけサポート」・「かんな
み暮らしの応援隊」

社会福祉協議会
⽣活⽀援⾼コーディネーターによ
る居場所の活動⽀援
⾼齢者の農福連携事業

社会福祉協議会へ委託
今年度は準備移⾏期間として、
体制構築や事業の研修、実際
の困難事例の検討

町・社会福祉協議会・(福)共済
福祉会

16 清⽔町
　複合課題への対応⽅法等について、⽀援者側の資
質向上が必要。そのため、⼈材育成に係る研修等の⽀
援をお願いしたい。

⼩中学⽣夏休み等福祉体験学習  清⽔町社会福祉協議会駿東郡清住⺠主体の地域⽀え合い勉強会清⽔町社会福祉協議会 いきいきサロン 清⽔町社会福祉協議会 ⽣活困窮者⽀援調整会議 清⽔町社会福祉協議会 ゲートキーパー養成講座 清⽔町役場・福祉介護課

17 ⻑泉町

18 ⼩⼭町 地域福祉活動に対する国県からの財政的⽀援

19 富⼠宮市 他市町での成功事例等の情報提供。

20 富⼠市

男性中⼼のグループによる地元
町内の歩道などの草取りをはじ
め、庭の草取り等ができない⾼齢
者宅の草取りや区⻑の仕事の⼿
伝いなどの実践活動

草取りクラブ、富⼠市中野台

21 静岡市

元気いきいき︕シニアサポーター
事業（サポーター登録をした⾼
齢者が介護施設等で地域貢献
活動をした場合にポイントを付与
し⾼齢者の社会参加を⽀援。）

静岡市（介護保険課）

⽣涯活躍のまち静岡
（CCRC）の推進（地域福祉
の拠点整備として、各種福祉施
設等を集積し有機的に連携させ
ることで、中⾼年の社会参加と地
域・多世代等交流を促進する取
組。）

静岡市（福祉総務課）

地域⽣活⽀援ネットワークコー
ディネーター配置業務（障害者
の⽣活を地域全体で⽀えるサー
ビス提供体制を構築するために
関係者間の連携強化を図るコー
ディネーターを配置。）

静岡市（障害福祉企画課）

静岡型地域包括ケアシステム情
報発信事業（健康⻑寿のまち
づくりや地域包括ケアシステムに
ついて、市⺠や専⾨職向けに情
報発信するための専⽤ホーム
ページを設置している。）

静岡市（地域包括ケア推進本
部）

市町の地域福祉計画に係るアンケート調査（令和３年６⽉実施）

番号 市町名

問３（１）

市町が抱える課題に対して
県へ⽀援を求めたいこと

１
地域による福祉教育

２
住⺠主体による地域づくり・⼈づくり

３
居場所等の活動

４
多機関・庁内連携

５
その他
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問２（２）〜問３
問２（２）

内容 団体名
住所 内容 団体名

住所 内容 団体名
住所 内容 団体名

住所 内容 団体名
住所

市町の地域福祉計画に係るアンケート調査（令和３年６⽉実施）

番号 市町名

問３（１）

市町が抱える課題に対して
県へ⽀援を求めたいこと

１
地域による福祉教育

２
住⺠主体による地域づくり・⼈づくり

３
居場所等の活動

４
多機関・庁内連携

５
その他

22 藤枝市

①発達に課題がある児童の義務教育終了後の移⾏
⽀援体制の構築。（⼦発）
②「発達障害の可能性のある児童⽣徒の多様な特性
に応じた合理的配慮研究事業」の報告にあるような、
他県で既に実施している「⾼等学校における特別⽀援
教育の推進」や「⾼等学校等の発達障害のある⽣徒へ
の就職⽀援教育」など。（⼦発）

・ジュニア福祉委員活動、⼦ども
福祉体験講座、中学⽣ボラン
ティア講座　等

・各地区社協

・保健委員活動
・⾷育推進のための活動
・ＦＵＪＩＣＯプロジェクト︓⼦
育て⽀援団体による育児不安の
解消講座や親⼦体験イベントの
開催
・藤枝おやこ館運営協議会︓⼦
育てに関する活動経験者による
「藤枝おやこ館」の受付や⼦育て
相談等の運営

・藤枝市保健委員
・⾷⽣活推進協議会
・FUJICOプロジェクト
・藤枝おやこ館運営協議会

・⼦どもの居場所（こども⾷堂）
提供

・かいらハウス（藤枝市前島）
・NPO法⼈W.COまつぼっくり
（藤枝市⾼柳他）

・出かけっCAR事業 ・各地区社協

23 焼津市

24 島⽥市

他機関協働による包括的な相談⽀援体制整備に対
する財政的⽀援。最終的に、重層的相談⽀援体制整
備事業につなげたく検討を予定しているが、時間を要す
るものと思われる。

25 川根本町

26 御前崎市 ささえあいサポーター（地域住⺠
による有償ボランティア制度）

（福）御前崎市社会福祉協議
会
御前崎市⽩⽻5402-10

よってかまい（地域の⾼齢者や
⼦供たち等の居場所、⽇⽤品の
販売事業）

NPO法⼈よってかまい
御前崎市新野963

多職種連携会議（⽀援を必要
とする⾼齢者を⽀えるため、医
療、福祉、介護など多業種の⼈
が課題共有する）

御前崎市健康福祉部⾼齢者⽀
援課
御前崎市池新⽥5585

27 牧之原市

28 吉⽥町

29 磐⽥市
社会福祉法⼈と住⺠参加による
居場所の開設「みんなの居場
所”楽多クラブ”

チーム団塊
⻄⾙保育園︓磐⽥市⻄⾙塚３
０３７番地

30 掛川市

・⼀⼈暮らしやＤＶなどで親族と連絡を取りたくない事
情を抱える⽅が、賃貸物件を借りる場合の⾝元保証⼈
制度の創設
・地域の多種多様な専⾨職を対象とした地域の新たな
関係づくりを模索する視点に⽴ったワークショップの開催

⼦ども福祉委員会、講和・ワーク
ショップ体験等

⻄⼭⼝地区福祉協議会
掛川市成滝145番地（⻄⼭⼝
⼩学校敷地内）

ほっこり法話カフェ、多様な⼈が
参加できる様々なワークショップの
開催（⾼校⽣とのコラボ企画多
数、障がい者も参加）

連福寺　薫敏郎　⽒
掛川市肴町６番地

31 袋井市

⽇常⽣活でのちょっとした困りごと
を住⺠同⼠で助け合う活動（庭
の草刈り、ごみ出し、買物代⾏な
ど）

①浅⽻・笹原まちづくり協議会⽣
活⽀援ネットワーク（袋井市浅
名1028・浅⽻⽀店内）　②袋
井南サポートセンター（袋井市
⾼尾754-1・袋井南コミュニティ
センター内）

32 菊川市

33 森町

34 浜松市

浜松市内で活動している住⺠主
体による⽀え合い・助け合い活
動を事例として紹介する冊⼦を
作成し、活動団体への情報提供
の参考資料として活⽤している。

浜松市社会福祉協議会
(浜松市中区成⼦町140-8)
※7/12⽇以降 浜松市中区

寺島町450

35 湖⻄市
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